
現役並み所得者の医療費の自己負担割合は３割になります。

↓ ↓

３割負担のため、収入による再判定へ ３割負担のため、収入による再判定へ

↓ ↓ ↓ ↓

収入３８３万円未満 収入３８３万円以上 収入の合計が５２０万円以上 収入の合計が５２０万円未満

↓ ↓ ↓ ↓

基準収入額適用申請
３割負担

基準収入額適用申請

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

申請なし 申請あり いない いる 申請なし 申請あり

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

３割負担 １割負担 ３割負担 経過措置の判定（収入の合計が５２０万円以上かどうか）へ ３割負担 １割負担

↓ ↓

５２０万円以上 ５２０万円未満

↓ ↓

３割負担 基準収入額適用申請

↓ ↓

申請なし 申請あり

↓ ↓

３割負担 １割負担

◎「高齢者の医療の確保に関する法律」においては、現役世代と同程度の負担能力がある後期高齢者医療被保険者を「現役並み所得者」と位置づけ、
医療費の自己負担割合（一部負担金の割合）を３割としています。

「現役並み所得者」とは、同一世帯に属する後期高齢者の中に課税所得が１４５万円以上の方がいる場合です。ご確認ください。

課税所得が１４５万円以上の後期高齢者単独世帯 課税所得が１４５万円以上の後期高齢者がいる後期高齢者複数世帯

同一世帯に７０歳以上の方
がいるかどうか

＊ 申請された翌月１日から軽減後の負
担割合になります。
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